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はじめに

公企業会計検査委員会 Commission de v師五cation des comptes des en-

treprises publiques 第 8次報告書(1962年11月承認1 翌日年 1月公表〉は，

フランス電力 Elect口citede France (以下 iEDFJ と略す〉について言う。

「一方で，売上高に対する年間投資額の割合が，この数年間実に60%以上に

ものぼり，他方で，様々な形態による借入金への依存度が， [年間投資額の〕

約80%にも達するというととから， もはやこれ以上放置しえない問題が生じて

いる。」υ

それは， 50年代を通じて形成され加速化されてきた EDFの経営危機が，そ

のまま60年代にも引きつがれたこと，従って， EDF経営問題解決のために

1956年に設けられた EDFの資本増加制度たる資本供与金制度 Dotationen ca-

pital が， この時点 (60年代初頭〕においては，いまだ見るべき効果を生むに

到っていなかったこと，を端的に示す叙述であったへしかしその後， EDFの

財務再建・経営改革が国家の手で強力に推し進められるに吾Ijり，資本供与金制

1) Commission de v，白宣cationdes comptes des entreprises publiques， Huitzeme 間企拘rt
acnscmble， 1e 16 novembre 1962. J. O. Doc. ad.， 1963， p.30 

公企薬会計検査委員会は，公企突に対する会計監査，業務監査を総合的に行なう特別機関とし

亡1948年に設jLされた。そ巧公表jる報告書は， ，公的セクター全般にわたり統的視点から体

系的に報告される 唯一の公文書である aJ(A. G. Delion， L' Etat et les entre戸百出向lbli-
ques， 1959， p.113.) 
公企業会計検査委員会の組織，権限，活動内容については，lbid.， pp.95-115， G. L田 cuyer，

Le contrdle止 l'Etat sur les entreρ円.5esnationalisees， 1962， pp.226-237， A. de Laubadむe，
Traite de dro叫 a品卸拙'stratif.3・ed.，1977. pp.240-241 
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度はめざましい展開をとげてゆくことになる。

従来わが国では，フラン丸紅済は「混合経済」の代表的事例として，しばし

ば引き合いにだきれてきた。また，その産業固有化の伝統は，新生ミッテラン

政権の経済政策にも受けつがれていると ζ ろてあるヘ ところが，フラン丸公

企業の実態を財務内容にまで掘り下げた形での紹介中研究は意外に少なく，む

しろ皆無と言ってよい状況にある。

そこで本稿では，この研究上り空白を克服する作業の 環として， 1960年か

ら1973午までの EDFにおける財務再建・経営改革の進展過程十追跡しながら，

その過程に深くかかわった資本供与金制度が，し、かなる役割と特徴とをもって

展開していったのかを考察したい。

代表的フランス公企業の一つである EDFは，公企業の財務再建・経営改草

の典型的事例でもあるので，本稿が，現代フランス公企業の経営・会計的分析

に貢献することができれば幸いである。

1 EDFの財務再建過程と資本供与金制度

さきに指摘したように， 60年代初頭の EDFの経営・財務は， 50年代の諸矛

盾を引きつぎつつ，更にその混迷の度合いを深めていた。

1959年以来の料金凍結政策 blocagedes tarifsの結果， rフランスの料金は，

1962年において共同市場の加盟国中で最も安価な料金に属する」。こととなり，

また戦後復興期の公的助成の一つであった利子補給 boni五cation d'in尚昆tも

59年度借入契約分を最後に適用打ち切り，廃止となり，金融費用の負担増に拍

2) 拙稿「フラ γy、電力 (EDF)における資本供ヲ金制度の成立JW窪許論叢』第 12泊巻第::1.4

号， 53へーシ以下書原もそこにおいて，資本供与金制度の成立過程が EDF経営危機とのかかわ
りt追跡され Cいる。

め この点については， r流れ変わる仏産業政策JW目経産業新聞.!l1981年6月四日付，長部重康
「フラソス経済，社会党政権の挑戦J WエコノミストJ1981年7月7日号，なとを参照のことQ

4) EDFヲ R岬抑rtよactivite.Co削除sde gestion， exercice 1962， p. 30 

この報告書は，電力国有化出第四条によって，各年度ごとに作成， 公表が義務づけられた
EDFの事業年報である@
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車をかけていた(対売上高金融費用比率は. 60年 62年の三年間に. 140%. 

14.8%， 15.1%と上昇〉。 腺

こうした状況の中で62年 EDFは，一般経営損失(経営計算書借方残高)139 

百万フヲン，純損失〔損益計算書借方残高)190百万フランという空前の赤字

l隔を計ょするに到ったヘ

他方これに対L，公企業会計検査委員会は，久しい以前から EDF経営問題

の危険性を指摘し，その解決のための勧告を行なっていたが6J その勧告が主

とまった形で定式化きれたのは，第9，X報告書 (61年←63年を主要検査対象と

する〕においてである。同報告書は， EDFの財務再建のためにとられるべき

措置として，次の二点を勧告した。

「第ーのそして最も重要な措置は， [投資に充当きれる〕純白己資金 reSSQ-

urce propre nette をより高い水準に引き上げることである。その際には，当

企業の平均的生産性上昇を考慮した上で，全般的経済政策に適合する範囲にお

いて，公表電力経済指数にもとっき料金水準を改訂することが望ましい。

とbれるべき第二の重要な措置は，資本供与金に関するものである。所有者た

る国家は，国民的役務の発展に必要な資金的手段を [EDF に〕与える義務が

あり，何よりもそれは，永久資本の拠出によってなされるべきである。J{)

すなわちそれは，料金値上げと資本供与金交付の一本だ℃の措置によって，

EDFの財務再建を計るべ L， との勧告であった。

5) それまでの投商事字幅は，固有化直後の4"9:年に記揮されたー融経営損失G9百万フラン，純損失
55百万フラ γであった。ぞれは.62年の赤字におよぶべくもない水準である。更にその後百年ま
で，6i年の一世経宮損失は， 68年のl回百万フラン.71年の17b百万フラシによって凌駕されたの
みであり.純損失にいたっては.62年の額を越える損失計上はついに現われなかったのである.
62年の赤字がし、かに大規模なものだったかが，理解されよう。

6) 例えば第6故報告書には，次のような叙述が見られる， rFDES費叶金 (3.150百万フラン〕
が，近年，資本供与金に転換されたとは言え. EDFの借入金は依然として層大な額に達する.
こうした借入金の圧力が，並外れて増大してゆ〈危f会な傾向に歯止めをかけるためには，投資に
充当される公施設の自己資金部分を増進するような措置を講じてゆ〈外ないQJ(Commission de 

verification ue:;山口lpl凶 des 凹 lc即日間凹blique:;.Sixieme rupport d'en~四 ble， le 29 
juiUet 1958， ]. O. Doc. ad.， 1958， p.778.) 

7) じommlssionde verification des entrepris目 publiques，Net町田neralう.tortdensemble， [ε 

7 decemble 1964， J. Q. Doc. ad.， 1965， p.68 
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公企業の料金政策は，かねてから多くの論者の批判の的となってきたU。 ま

た公企業の経営上のひずみ，業『績不振が，主として，料金抑制を位とする国家

の公企業政策によってもた bされたものである以上は，国家がそれを資本供与

金の交付によって補償するのは当然のことであるとする認識も，その経営危機

が深まるにつれて，公企業関係者の聞では 段と強まっていたの。

公企業会計検査委員会の前掲勧告は，公企業怪営をめくるそうした批判IJ， 認

識と明らかに連繋したものであり，更にまた， 三の勧 告の基本方針は，議に

「ノヲ報告」において一層縞散化されつつ引きつがれることにもなる山。

前掲 の第9次報告書勧告に依拠しつつ， 62年の大幅赤字計上を契機として，

63年いよいよ資本供与金制度は， EDFにおいて本格的な展開期をむかえるこ

とになる。それは同時に， EDFにおける財務再建過程の開始を告げるもので

もあった。

まず， 1963年 7月， 5，800百万フランの経済社会開発基金貸付金(以下 iFDES

貸付金」と略す)11)が 57年の突什と同様の手続に従って'"資木供与金に転

B) 例えば，フランス会計検査院主任検査官A.G ドゥリオンは，次のように言う。「料金町人為
的探作政策は， 公企業にとって，e;むべきものである。それから結果する赤字は， 自己金融を妨

げ 金属昭司用不ヲ増大させ 《企業趨争力 competitivite)を減退させる。 それ(赤字一ーヨl用者〉
は，公企業の〔経営的:独立性を損ない，世論の不当ではあれ厳しい批判を惹起する。J(A. G 
Dclion， op. Clt.， p.136_) 

その也， G. Lcscuye:， op. cit.， pp. 288-290， B. Chenot， Les entrepris出 ηationalise出，4"ed..

1967， pp. 50-51 
9) EDF.oTιit.， exerc:ice 1959， p.23， A. G. Delion， Le statut des酎1.ireρη，esPubliques， 

1953， p.21::1， A. de Laubadere， ot. cit.， p.25E 

10) 1ノラ報告J (1967竿4月公表〉は，第二次世界大戦後におけるフラシス公企業の総括的評価

にもとづき，画期的とも言える公企業改革案を提起したことによって，すでにわが国でも広〈知

bわている。戒中，庁J百の課題であった公企業の財務再建について，同報告書は，次のように勧

告している。
「経営勘定の均街と[望ましい水準以上の〕借入金によらなし、投資金帯封宵勅とぞ同時に確保す

るためには，可能な限りの費用切り下げが行なわれたならば，資本供与金すなわち租税による資
金調達かョ学金値上げによる資金調達か，め選択しか直らない。」くGroupede travail du corrute 

intcrminlsteriel des entreprises publiques， Raptorl sur les entreprisesρuhliqu出， 1957， 

p.59，堀田和宏訳 l公企業に関する報告書 フヲンλ公企業に閣1るノヲ報告.世界経揖間

通百七把叢書』第14輯. 197手芋， 52ベ グ。〉

11) FDESは， 国車に直結された特別勘定の一つであり， 国家資金を政策的重点部門に中継する
政府車属の投資金融機関である。その理事会は，大蔵大臣を長とし，経済，金融関係の閤憤，ノ
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換された。更に同年同月， r公施設は，その設立以来初めて，新規資金の拠出

による資本供与金 dotationen capital en argent frais 170百万フランを受け

とった。」叩〔以下ではとりあえず，前者の形態による資本供与金交付を「転換

交付J， 後者の形態によるそれを|新規拠出交付」ないしは単に「交付」と呼

.-;~o ) 

63年の転換交付は r設立当初拠出金の不足分を補嘆する〔財務の〕正常化

措置」叫であり， I利子費用軽減の外，借入元金返済義務の免除によって，資金

繰りを緩和させ， 投資に充当しうる自己資金を増大させるJIのことを目的とし

たものであった。

しかしとの63年の転換交付が有するより重要な意味あいは，次のような点

に存するであろう。

すなわち， EDF営業報告書によれば， EDFが， その経営活動を開始する48

年から59年までの12年間に，投資資金として国家から交付を受けた FDES貸

付金は，総計9，953百万フランに達した。それは， 同期間にお日る EDF投資

総額の55.6%に相当する。 ζれに対し， 57年と63年との二度にわたる資本供与

金の転換交付(それぞれ， 3，150百万フラン， 5，8白O百万フラン〉の合計額は，

8，950首万フランとなり，それは，前掲の FDES貸付金累計額の実に89.9%に

もおよぶのであった。戦後経済復興の推進軸のーっとなった EDFにおいて，

その投資金融を主導したのは外ならぬ FDES 貸付金であったが，それによっ

て生じた EUFのa大な累積債務は， この三度にわたる資本供与金の転換交付

によって，ほぼ完全に帳消しとされた乙とになる日〉。 ょうして， EDF財務に

おける「戦後」は，一挙に処理され終わったのである O

、フランア、銀行総裁などによって構成される。
12) 拙稿，前掲論文， 73-74ヘ ジ。

l::l) EDF.oP口t.，exercice 1963， p.27 
14)，15) Commission de verification des comptes des entreprises publiques， D悶 iemeraρ一

port d'ensemble， 1e 23 fevrier 1967， J O. Doc. ad.， 1967， p.70 
16) このことは. 6C年 6&年において， EDFに交付された FDES貸付金の合計額 6，230百万フ

ランが， 63年度末の貸借対戸、表の FDES貸什金残高6，486百万フラ γと， 日ぼ 致するという
事実の内にも示されている.
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しかし， rどんなに有益な措置であろうとも，それ (63年の転換交付一一引

用者〉は，いかなる直接的資金をももたらさず，従って，投資金融問題におい

て部分的な解決にしかつながらなJl7lかったし，また， 170百万フランの新規拠

出交付も「その金融的必要とはかけはなれた措置にとどまっ」山た。事実，

EDFの投資金融構成自体は 63年においても， ほとんど大きな変化を見せて

いない(第 1表〕。

第 1表 EDFの投資金融構成

単位，百万フラン， ( )内は投資能額を100とする1表示

年次L総額よ旦己資主|資本民与金陣定資金IFDES貸付企lその他の借入金

364 (12.7) ←(  -) (12.7) 1，680 (58.8) 813 (28.5) 

1961 I 2，878 441 (15.3) -(←)  仁15.3) 1，550 (53.9) 887 (30.8) 

1962 i 3，218 607 (18.9) 一(-) (18.9) 1，500 (46.6) 1，111 (34.5) 

1963 3，569 634 (17.8) 170 ( 4.8) (22.6) 1，500 (42.0) 1，265 (35.4) 

1964 3，964 831 (21.0) ー(-) (21.0) 1，520 (38.3) 1，613 (40.7) 

1965 4，247 1，133 (26.7) 1，040 (24.5) (51.2) 400 ( 9.4) 1，674 (39.4) 

1966 4，658 1，2日8(25，9) 1，125 (24.2) (50.1) 400 ( 8.6) 1，925 (41.3) 

1967 4，849 1，474 (30.4) 1，059 (H8) (52.2) 一(ー〉 2，316 (47.8) 

1968 5，1fi5 1，891 (36.6) 1，000 (19.4) (56.0) 965 (18.7) 1，309 (25.3) 

1969 5，296 2，463 (46.5) 600 (11.3) (57.8) 630 (11.9) 1，603 (30.3) 

1970 5，127 2，583 (50.4) 550 (10.7) (61.1) 600 (11.7) 1，394 (27.2) 

1971 5，242 2，llS ~40 .4) 450 ( 8.6) (49.0) 500 ( 9.5) 2，177 (41.5) 

1972 5，955 3，613 (60.6) 444 ( 7.5) (68.1) 444 ( 7.5) 1，454 (24.4) 

1973 6.333 4，155 (65.6) 一(-) (6忌6) 一〈ー〉 2，178 (34.4) 

[出所) EDF， Rappりrtd'αctivite.Comptesde ge油 011，exerαccs 1960-1973により作成。

「借入金への依存度を，許容しうる範囲内に抑えるためには，株主たる国家

の交付する新規の資本出資によるしかないとすれば， (資本供与金の突付にあ

7こって]貸付金の転換という迂回的な手続をとらない上うにする土とが望まし

L 、」山(傍点引用者〉とL、う判断から， 65年以降専ら用いられるようになったの

17)，16) Commis凱 onde、eri乱cationdes ∞rnIJtt~::s Jes e川町P口酷spubliques， .Neuviemc rap 
to丙♂'ensemble，le 7 decembre 1964， J. 0. Doc. ad.， 1965， p.143 

19) Commission de veri抗cationdes co皿ptesdes entreprises publiQues， Dixieme rapporl 

tfensemble， le 23 fevrier 1967， ]. O. Doc. ad.， 1967. p.70 
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が，新規拠出交付の形態である。
ぬ

この新しい形態による資本供与金の交付こそ， EDFの財務再建を主導して

ゆくものに外ならなかった。その交付状況を，第 1表によってあとづけてみよ

つ。

第 1表に7Jてす資本供与金欄の数千が，各年の交付額をそのまま表わしている。

乙心外，表中には現われ亡いないが， 72年， 73年に，それぞJ1944百万フラン，

8G6百万フランの資本供与金が転換交付されてい品。

第 1亥は， EDFの投資金融構造に大きな変化が現われ始めたのが， 正に65

午以降のことであったことを明確に示Lている。

日年一72年の 8年聞に新規地出交什されナニ資本供与金の総額は 6，268百万フ

ランに達し，それは，同期間における投資総額の15.5%を占めた。

これに対L FDES貸付金の著しい低下が目立っている。 65年以降8年間

の累計額は3，939百万フラ γで，この額は，同期間に交付された資本供与金8，068

百万フラン(転換交付も含む〕の48.8%にすぎない。 この事実は，公的資金交

付の主要形態が， FDES貸付金から資本供与金へと移行していったことを如実

に示している。

「より釣り合いのとれた資金調達活動が閣始されたJ20
) と公企業会計検査委

員会第10次報告書 (62年 65年を主要検査対象とする〉が評するように，こう

して，自己資金と資本供与金の合計額である「確定資金 ressource détìniti~ 

veJ2J)は， 65年に，一挙50%を確保L， 借入金返済の集中した71年を例外とし

て，神i次上昇の方向を辿っていったのである。

ところで，第 1表をより詳細に見れば、'資本供与金の交付状況は，決して一

様ではなかったことが知られる。

20) Ibid.， p.85 
21) 公企業の資金調達計算において， r確定資金Jという用語は，借入金に対し，返済する必要の

ない資金を言い表わすものと Lて，使われている。
なお Groupede travail du comite intenninisteriel des entreprises publiques， op. cit.， 

p.56， Nnte (21)，掴間前関訳書.71ベジ，注(7)告照のこと a
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63年一7日年の10年間の交付総額は， 6，438百万フランにのぼるのであるが，

その約 3分の zに当たる4，224古万フランは 65年 68年の 4年間に集中して

いる。これに対し， 69年以降，資本供与金の交付は著し〈減少してゆき， 73年，

ついには交付自体が打ち切られるに到る。

65年 68年における投資金融構造の変化は，資本供与金の大量交付によって，

借入金部分が大き〈抑制されつつ，確定資金の比率が漸次上昇していったこと

を特徴トじている。ぞれは，後述する料金政策の転換と相侠って， Iノヲ報告」

の言う「料金値上げと多額の資本供与金〔交付〕との組み合わせJ22>による

EDFの財務再建が Iノラ報告Jの公表 (67年〕に前後する形でいわば全

面的に展開する時期であったと言える。

これに対し， 69年以降の変化は，逆に，資本供与金の漸減によって特徴づけ

られている。そして，確定資金の更なる上昇は，自己資金部分のめざましい増

大によって主導されたζ とζ そが，最も注目すべき変化であった。いうなれば，

それは， EDFの経営が国家の手から「一人だち」してゆく過程であった。

以上の事実は 68年一69年を境に， EDFの経営政策をめぐって， 大きな転

換があったことを示唆している。

II EDF経営改革の進展と「計画達成契約」

まず，資本供与金の交付が集中して現われた時期である1965年 1968年の事

態の推移を，いま少し立ち入って吟味してみよう。

65年以降，資本供与金の大量交付に助けられ， EDFはその投資資金の 50%

以上を確定資金によって調達することがで雪るようになった。それは確かに，

64年以前の変則的投資金融構造から見れば，大幅な財務の正常化であったと言

えよう。しかし，投資所要資金の残りの50%は，依然，借入金によって調達さ

22) lbid.， t.65. aiJf畠訳書， 58ベジ。

23) Co目出issionde verification des compte沼 desent目 pns田 publiques，Onzieme rapport 
d'ensemble， le 20 mars 1969， Extrait du ]. 0ヲ 1969，p.25 
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わしており，また， 自己資金の比率自体も低位にとどまっていたのである。要す

るに， この時点において EDFは「いまだ， 自らの設資主体とはとても言え

ない状況にあ」叩った。

そして， 乙の乙とは，ひとり EDFの財務問題にとどま，，"，"，その投資規模

の躍大さから"わゆるフヲンス公企業問題の「主要な困難J241ともなって現

われていたのである。

その問題の核心とは，公企業会計検査委

員会第11次報告書 (65年-67年を主要検査

対象とする〉によれば次の点にあった。

rc八大公企業の〕設備投資金融のために交

付された公的資金は，この三年間 (65年

67年一ーヲ!用者〕におよそ9，500百万フラシ

にものぼった。 この額は， 実に， cこ
れら企業における三年間の〕投資総額の4日

%を表わしているのである。J"'(第 2表〕

第 2表の示すところでは，貸付金形態に

よる助成はともかく， 65年 67年の三年間

に交付された資本供与金の実に日5%は，専

ら EDFによって吸収されてきたのであ

る。

第z表 19GG年 1967年におけ

る公企業の投資金融構成

自己資金

資本供与金

長期借入金

中そ期り借他入令・

合計

単位，百万フラン

烹FロE、

t，.)に弁て

5，524 3，814 

3，397 3，224 

14，572 6，766 

335 ム50

23，828 13，754 

注ム印マイナス。
主要八大公企業!とついては注目〉
参照のこと。

[出所 Commissionde veri自岨tlOn
des co皿 ptesdes entrepri田 S

publiques， Onziemeγσρρmτ 
d削 S向 lble，1e 20 mars 1969 

p.26巳より作成ム

こうしたことから， 同報告書は， EDFに交付されてきた資本供与金につい

て，次のような批判的評価を下したのである。

24) Ibid.. p. 27 
25) Ibid.， p. 28 

なお，主要八大公企業とは，フランス右民 (CDF)，EDF，ローヌ開発公社 (CNR)，フラゾ
ス・ガス (GDF)，フランス国鉄 (SNCF)，ハリ交通局 (RATP)，エ ノレ フラ γ7>， ノミリ

空港，セ言孔 この八公企業に，原子力庁 (CEA)を加えた，)し回体は， 公企業会計検査
委員会の樟査のおよぶ全企業の，直接的設資総額のほとんどすべてを，支出している。J(Com-
mission de veri:fication des comptes des entreprises publiques， Dixl白neraρρort d'en-

.semble， 1e 23品v:rier1967， J.o. Doc. ad.， 1967， p.69.) 
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ICEDFという〕成長企業の所有者たる

国家が，収益性を見込んだ投資1こ対して功

成を行なうことは認めうるとしても，資本

供与金の年間交付額ιCこ乙三年の同110 

第 3表電気料金値上げの

;!:展状況 単位z 弘

主lJtI ，:l;竺竺
1960 

低圧料金

億フランにも達しているりであって， これ 1962 

は， もはや越えることのできない水準であ

るとともに，今後維持することもできない

z水準であるように思われる。

結局のところ，大幅に増大さぜねばなら

ないのは，自己資金部分である。」出

それは正に， I多額の資本供与金」交付

に依拠した財務再建方式の隈界を表明した

ものに外な bなかった。そして，資本供与

金交付の推移に見られた， 69年以降の漸減

の理由も実はここにあったのである(なお

後述参照J。

以上の点を念頭に置きつつ，次に，瓦DF

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1968 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

7.3 7.0 
\一一一一一~一一一一一-

1.75 

1.85 

1.85 

4.8 

ム5.69

4.8 3.0 

4.0 

一一3.5 
3.0 

1.85 

2.0 

3_0 3_6 

注ム印マナイス。
[出所JEDF，oρcit.， exercic田 1900

1973により作成。

にとって「絶対的安誇」叩とされた自己金融力強化の過程に分析を移そう。

白己金融資金が，主とし C料金収入によっ亡もたらされることは言うまでも

ない。そしてすでに見たように，料金値上げは，公企業会計検査委員会の勧告

においても，また「ノラ報告」においても，資本供ケ金の交付とならんで，

EDF財務再建策の主軸として位置づけられていた措置である。

第 3表は，料金値上げの進展状況を示したものである。 63年の大同値上げは，

59年以降の料金棟結/-，その最終的結果である62年の大幅赤字とを補償するた

めのものであった。そして64年以降も，それまでの料金凍結政策は斥けられ，

26)，27) Commission de verification des comptes des entreprises publiques，Onzieme rat;拘吋

aensemhle， le 20 rnars 1969， Ext阻 itdu ]. 0.， 1969， p.37 
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68年の特別措置加を唯一の例外として，毎年，連続の料金値上げが実施きわして

いったのである。

ところで前節でも指摘したよう

に， 65年 68年は I料金値上げ

と多額の資本供与念」交付とが同

時並行的に実施され EDFにお

ける財務再建を主導した時期とな

っている。が，注同されるのは，

前掲の公企業会計検査委員会第11

次報告書が行なった資本供与金交

付に対する批判的勧告に応えるよ

うに， 69年以降，値上げの加速化

が実施されていったことである。

資本供 与金交付額の漸次低減化措

置に対 応しつつ実施きれた，自己

金融力 強化政策としての料金政策

の具体的展開が，そこに塊われて

いる。

第4表料金収入の推移

単位，百万ンヲン

年次|料金収入|副議 1 19回~100.0
1960 1，419 8.1 100.0 

1961 4，740 7.3 107.3 

1962 5，209 9.9 117.9 

1963 5，904 13.3 133.6 

1964 6，697 13.4 151.6 

1965 7，288 8.8 164.9 

1966 8，011 10.1 182.0 

1967 8，870 10.3 200.7 

1968 9，436 6.4 213.5 

1969 10，597 12.3 239.8 

1970 11，753 10.9 266.0 

1971 13，311 13.3 301.2 

1972 15，093 13.4 341.5 

1973 16，885 11.9 382.1 

注料金収入には未収料金当期増加高を含む。な
お注29)参照のこと。

[出所) EDF.oραt.， exercices 19印 1973に

より作成。

28) 68'年 1月1日をもって，低圧料金のー倖5.69刊の値下げが実施された。それは，イl加価値税の

全面改訂にともなう，税率の大幅引き上げに対応する措置であった。

その事情は，以下の通りである。すなわち，それまで，高圧料金に対して10%，低出料金に対

して7.75%であった付加価値税率が， 68年 1月 l日を期して， 津13%に，そして閏年12月1日

には，更に15%にまで引き上げられることになった。と乙ろが， ζれに対応して. r一般に，付

方日価値税の阿l阻ができないとの種の需要君主(低汗需要家 引用岩)の負担する 料金の水準を

変えなレようにするために』 政府の要請に応じて. EDFは，侭庄税主主き料金の 律5.69%
値下げという一時的措置を，受け入れたDである，JくEDF，op. cit.， exercice 1968， pp.18-19.) 

これは，公企業の料金形成が政策手段として利用された，一つの典型倒である。

なお. r付加価値税の回収Jについ工は，後出注31)，68年の付加昨酉値税¢改訂については，

G.Delorme，‘ La reforme de la T. V. A."， in P. Lassegue et al.， La五scaltteet r entre 
prise， r4.舟rm出向 C印 'ATSet te門会ea叩 es，1967， p.15 et s.， H. Levy-Lambert， La verite 

止s戸口， 1969.， pp.88-90を春田のこと。
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他万その問，料金収入29>自体も，持続的増大の一途を辿っていた。特に，料

金値上げの開始された63年以降な， 65年と倒年を除いて軒並み，対前年度増加

率が10%を越えていった〈第 4表〕。そして， 60-73年に お け る 料 金 収 入 の 伸

長は，同期間における投資額伸長の2.2佑に刻し， 3.8倍にも達したのである。

第 5表資金運用・調達構成 単位，%

投資|霊会金 izz出皇室金融lELA臨調達l畝他の

1960 3，936 72.6 9.9 17.5 27.0 5.0 63.3 

1961 3，779 76.2 9.4 14.4 25.9 4.7 6fi.O 

1962 3，981 80.8 10.4 8.8 24.8 5.1 65.6 

1963 4，620 77.3 7.6 15.1 28.0 4.8 63.5 

1964 4，948 80.1 8.5 11.4 25白 7.0 63.~ 

1965 5，259 80.7 7.4 11.9 31.7 4.9 59.2 

1966 6，340 73.4 7自 18.8 32.1 4.0 54.4 

1967 6，263 77.5 75 15.0 3:=1.7 4.(; !13.9 

1968 6，700 77.1 7.5 15.4 30.8 9.3 48.9 

1969 7，057 75.1 9.6 15.3 36.6 10.4 40.1 

1970 6，898 74.3 11.2 14.5 44.1 10.5 .%.9 

1971 7，605 68.9 12.0 19.1 47.2 9.6 41.1 

1972 7，712 77.2 10.5 12.3 54.7 9.6 30.4 

1973 7，592 83.4 6.8 98 57.?， 9.9 28.7 

注 その他の支出は，繰延資産関係支出，取替工事，法人税など.
その他の収入は，固定資産売却主主国家参加投資(一種円建設助成金〕など。
外部調達資金tは資本供与金を含む】

〔出所JEDF， op. cit.， exercに回 19印 1973により作成a

4.7 

4.4 

4.5 

'!J，7 

4.1 

4.2 

9.5 

7.8 

11.0 

12.9 

8.5 

2.1 

5.3 

4.2 

このような料金収入の持続的増大傾向を背景に，運用資金の調達構造にも大

きな変化が現われていた。

第 5表は， 69年以降の EDF投資金融におけるめざましい「正常化」が，そ

の自己金融資金 marge brute d' autofinancement によって推進されたことを，

29) 料金収入には， 未収料金当調増加高 valeurde l'accroissement de l'energie livree et non 

fa吐ureeを含む_ EDF四業務別一般経営計算書 Compted'exploitation 岳民rale，prix de 

revient et recettes des d出erentesactlVJtesには，こC').合計額が，事業収入として計上される。
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改めて実証している叩。

付 加 価値税の回収見cup'erationde la TV A (表中の ITVA 回 収J) は，

rc付加価値税の適用が EDFに およんだJ 1959年以米，極めて重要な《租税金

融 creditd'impots}を形成J3Dしていたが，付加価値税率の改訂 (68年〕以降，

一段とその重要性を増していった。

第 6表 自己金融資金の調達構成

単位L百万フラン， ( )内は自己金融資金総額を100とする%表予

年次 L属議書|利益留保繰入額|減価償却繰入額 i諸引当金繰入額

1960 1，061 145 ( 13.7) 855 (80.6) 61 (5.7) 

1961 980 4 ( 0.4) 912 (93.1) 64 (6.5) 

1962 987 ム131 (ム13.3) 1，045 (105.9) 73 (7.4) 

1963 1，292 5 ( 0.4) 1，247 (96.5) 40 (3.1) 

1964 1，267 6101 (68.0) 1，321 (104.3) 47 (3.7) 

1965 1，666 15 ( 0.9) 1，538 (92.3) 113 (6.8) 

1966 2，038 165 ( 8.1) 1，714 (84.1) 159 (7.8) 

19G7 2，111 45 ( 2.1) 1，955 (92.6) 111 (5.3) 

1968 2，064 ム134 ("6.5) 2，015 (97.6) 183 (8.9) 

1969 2，581 24 ( 0.9) 2，258 (87.5) 299 (11.6) 

1970 3，045 28 ( 0.9) 2，643 (86.8) 374 (12.3) 

1971 3，586 "151 ("4.2) 2，886 (80.5) 851 (23.7) 

1972 4，216 52 ( 1.2) 3，455 (82.0) 709 (16.8) 

1973 4，342 76 ( 1.7) 3，525 (81.2) 741 (17.1) 

注ム印マイナスu

〔出所] EDF， op. cit.， exercices 1960-1973により作成。

30) 自己金融資金とその他の収入¢合計額から， その也の支出を差し引いた残額を， r粗自己資

金 reSSOUTcepropre bruteJと言い，更にとれに，借入金の返済額を減算，付加価値税の回収

額を加算したものが，投資に充当される「純自己資金 reSSQurcepropre netteJとなる。 EDF

の資金計草書では，各年度の自己金融力を表わす指標としては前者が，資金繰りの緩急を表わす

指標としては掛者が，それぞれ重祖きれている. r計聞達成契約」において「自己資金」の指標

として，粗自己資金が用いられたのは，そのためであろう〔第7表の注を参照のことλ
なお，本事手当苦1表における「自己資企」とは，言うまでもなく，純自己資金のととである.

3ユ Commissionde verincation des compt四 desentreprises publiques， ]I，~郎日emeraρ>þort
d'en;;emble， 1巴 7uecembre 1964， ]. O. Duc. ad..， 1965， p.68. 

アランスの付加価値税制のもとでは，投資活動は免税の対象とされ，投資活動にともなって購

入される財貨については，その価栴に含まれる付加価値税が，投資主体に払い戻されるしくみに

なっている。
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更に，自己金融資金の調達構成を分析したのが，第 6表である。これによれ

ば，自己金融資金の加速度的増大が，経営利益によってではなしいわゆる内

部金融，特に，減価償却資金によって担われたことが理解される。

従来 EDFでは，原則として，定額法が採用されていたのであるがノラ

報告」の公表以降，政府指導のもとで減価償却法の見直し作業が開始され叩2

その結果， 69年 9月の EDF理事会で「逓減法 amortissement degressiI J の

採用が決定された。それは，まず70年に，原子力発電設備に，つ"で72年には，

全償却性固定資産に，適用されていった。このことは同時に，課税所得の制度

的圧縮を意味してレた山。第 6表は，これらの諾結果を集約的に表わし士もの

である。

以上の工弓な EDFの白戸J令融力強化をめぐる諸政策は，もはや，単なる財

務再建という範ちゅうを越え， EDFの経営政策および経営諸制度の基底的転

換，すなわち経蛍改革を指向していたと言わねばならない。そして，この経営

改草は，やがて，より体系化された政策プログラムに接合してゆく。

1970年 12月23日に， EDFと国家との問で締結された「計画達成契約 Con-

trat de ProgrammeJがそれであったw。

32) 公企業にお日る減価値却法は， rノラ報告Jでも，次のようにとり上げられた. r実際には，
〔公〕企業は，償還期聞の一段と短し借入金を利用する 方，その固定資産については，極めて

長期にわたる耐用年並を採用し続けている。このことから，会計上の減価償却と借入金の返済と
のギャップが， 絶えず増大してきた，J(Groupe de travail du comite i町 田 国inio;krieldes 

Cl1treprIses publ耳 目 出，op. cit.， p.59，堀田，前蝿訳書， 52ベージ。〕

33) 極めて重大な問闘であるが，課題の限定上，これ以上の言及は割愛せざるを得ない。ただ，こ

の減価償却法の改訂が，料金政策の転換と対をなすものであり，増大する料金収入の外部流出を
阻止する効果を生んだ， ということだけを指摘しておしなお，次の文献を参照のこと.C
LOU1t， Ll's financ.ι des削 trepr，日目 publiques，1974，pp. 237-239. Commission de verifica 

tion des cntreprises publiques， Douzieme ra.ρ正明言 d'ensemble，le24 novembre 1971， J. 0 
Doc. ad.， 1972， p.92， EDP，ορ cit.， e:xercice 1972， p.74臨後フヲンスの減価償却制度をあつ

かった邦語文献としては，高山朋子「フラソスの減価償却制度と自己金日高虫 Jr旭川大学紀要』第
5場， 3'(へジ以卜l がある。

34) r計画晶成契約」は，行政契約の 種で適用期聞は， 71年1月から75年12月までとされた。
なお， r計画達成契約」は， EDFの外に，フラソス国鉄 (69年7月)， フラソス ラジオテレ

ビ局 (uRTF)(71年10月)とも，それぞれ締結されている。
なお A de Laubadere， Droit pablic economique， 1976， pp. 516-518， C. Louit， 0ρ ロ~t.，

pp_ 1?4-128，掴田和宏「欧米ーと〈にフラ γスにおける公企点と国の関慌のあり方」公企労セノ
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「計画達成契約」は rノラ報告」で提起され，ついで国家の公企業政策と

して定置された，公企業の国家主導体制 etatismeからの解放と公企業経営の

自主化という改革路線の，一つの集大成であった。その基本構想は，公企業が，

当該契約で規定された経営諸国標を達成する限りにおいて，国家は，公企呆lこ

自主的経営管理主保証する，というものである。その場合の経首諸目標が，公

企業の収益性強化，ならびにそれと不可分の関係にある「投資金融における国

庫助成の漸次削減J3Sl という方向に沿 J て設定されたことは，言うまでもな

いaヘ「計画達成契約」の中で，資本供与金の利子率が， 3だから 5%に引き

上げられたことも，との方向と軌をーにするものである(同契約第11条)37) 0 

第 7表は， 71年 73年における， これら諸目標と実績値とを，比較対照した

ものである。それによれば， 71年の「生産性」実績を唯一の例外として，すべ

第7表計両達成契約の達成状況

1971 1972 
¥¥三次

目標 | 実績 目標 | 実績

投資利益率(対〉 7.5 7.6 8.2 8.65 

自己資金(百万フラン〉 2，113 2，302 3，012 3，681 

白己資金比率(対〉 54.3 G7.8 62.8 74.2 

生産性(%) 4.8 3.8 4.8 6，6 

減価償却費控時前の期末菅産増加額
注投菅利益率=償却宵賀屋号，流動資産を除〈期首賢産合計

組向己智令+TVA回 E
自己資金比率= 投資総額

生産増加組
生産性=-'JC委集室造型否F一
自己資金は粗自己資金である。

〔出所 EDF，op. cit.， exercices 1971-1973により作成。

、ンター『調査研究資料』第73号， 69-76ベージ，を参照のこと凶
35) EDF，oριiIヲ exercice1971， p. 70 

1973 

目標 | 実績

8.7 9.1 

3，578 3，922 

72.2 73.7 

4.85 6.07 

36) 公企業会計検査委員会の， 1-計画達成契約」の位置づ刊については， Commission de verifi 

caiion des comptes des entrepr.ises pub1iques， Treizieme rapport densemhle， le 19 no 
vembre 1973， EXtrait du J. 0ヲ 1974，p.38 

31'; これに先だち， FDES貸付金の金利も， 69年に， 4.5%から 6.75%にヲlき上付られている。
C. Louit町 opα't..p.296 
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ての実績値が目標値を上回っていることが分かる。 I計画達成契約」方式のも

とで， EDFの経営改革が，少なmくとも 73年までは， 極めて順調に進行してい

った4 とを，それは示している。

第 1図対売上高金融費用比率の推移

% 

15 
15.1 

11.8 
14.7 

5
 

4
 

1
 

5
 

d
 

I
 14.3 14.4 

11 0
 

4
 

L
 

0
 

4
 

1
 14.0 

13、7
13.6 

13.2 
13 

12.5 

12 

γ 
o '-o--r白

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1068 1969 1970 1971 1972 1973 年次

注売上高は税込み。
〔出所JEDF， op. cit.， exercices 1960-73により作成。

そしてまた，このような経営改草の成果は，金融費用圧力の着実かっ加速度

的な低下となって，現われてもいた〔第 1図〕。金融費用の圧力こそは， かつ

て， EDFにおける経営危機の深化を表わすノミロメーターとされ，また， 資本

供与金f右度の主たる設立事由ともされてきたものに外ならない。

以上見てきた経営改革の成功のよに立ちながら， EDFは 73年を「転換の

年J と位置つけ，年間投資額を8日年までに，実質価幣価値で二倍にまで高める

としザ，壮大な展望を指し示ずのであった日〉ロ

III 資本供与金制度の政策的位置づけをめぐって

1960年一1973年の EDFにおける，資本供与金制度の具体的展開過程は，以

上の分析によって示されたと思われる。また，経営改革に接合してゆく経営危

38) EDF，op. cit.. exercice 1973， p.47. 
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機の克服，財務の再建が. EDFの場合， 資本供与金の交付を抜きには考えら

• れなかったことも，同時に明らかになったであろう。

ところで，資本供与金制度の運用過程をふり返って見た場合，それは，制度

の設立当初からあらかじめ方向づけられていたと言うよりも，多分に，その後

の諸条件から経験的に導き出されてきた側面が強かった， と言わぎるを符ない。

乙の点はすでに， 56年 5月14日のデクレ(資本供与企制度の設立法規〕の配当

規定，償還規定が，いずれも，制度の運用開始当初 (57年〉から適用されなか

った， ということの肉にも現われていた加。

資本供与金制度の政策的位置づけを考える際に，出発点王なるべ舎は，当該

制度の本格的展開過程の潤始を告げるものとなった，前掲の公企業会計検査委

員会の勧告であろうのすなわち，言う。 I借入金への依存度を，許容しうる範

囲内に抑えるためには，株主たる国家の交付する新規の資本出資によるしかな

いー 'oJ(傍点引用者〕

実l士，この勧告の論法には，一種の飛躍があった。 なぜなら， EDFの財務

再建策としては，まず I料金の中和化 neutralisation tarifaireJ叫による方

法があった筈であるし，また国家資金を動員するにしても，補助金 subvention

の交付という法的手法が残されていたからである。

従って，この「飛躍Jの解明こそ，資本供与金制度の政策的位置づけもを理解

してゆくことにつながる。以下，この点、を採ってみよう。

まず，料金政策と資本供与一金制度との関係について見 ζみる。現実過程の展

開とは若干の時間的ずれがあるとは言え，この関係を最もよく説明しているの

は Iノラ報告」である。

投資金融において確定資金の比率を上昇させることの緊急性を指摘した上

で， 同報告書は， EDFについて望ましい確定資金の比率は 70%である左言

39) 拙稿，前掲論文， 74-75ベージ。

40) *'金とコストとを民丘，一致させること。換言すれば，独立採算を保証する料金形成を行なう
こじこの点については Groupede travail du comite interministeriel des entreprises pub. 

1iques. ot. cit.. pp.57-58，堀目前掲訳書. 50-51ベージ。
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う4ヘそして，いかにして，この比率を達成するべきかという点については，

次のように勧告した。

|このような比率を雌保するのに，料金値上げのみに頼ることは，それが需

要心異常な移動を引き起こすおそれがあるために，第ーの段階(すなわち，財

務再建の段階←ー引用者〉としてほできないことである。従ってヲ 1967年以降，

料金値上げと多紙の資本供宇金【交付〕との組み合わせが，望ましし、ことが分

かる。」山(傍点引用者〕

EDFの財務再建にあたって， 料金値上げを一義的なものとして認めながら

も，そこで優先哲れているのは，政策的配慮であるw。公企業経営改革の新機

軸を打ち出したことで知られる「ノラ報告」においてすら，料金中和化のみに

よる EDFの財務再建策は，斥けられたのである。

と同時に，資本供与金制度については，料金補償の手段としての位置つけが，

明確に述べられている。実際に交付された資本供与金が，文字通り「多額]で

あり，また，それが， EDFにおける「第一の段階」の展開を主導したこと，

そして，資本供与金交付による料金補償は I計画達成契約」発効後の72年ま

で続いたこと，すでに見てきたところである。

ところで Iノラ報告]の先の叙述においても，やはり補関金の交討は勧告

されていない。

従来(特に50年代〉確かに， 補助金は， EDF も含めた公企業一般に対する，

料金補償の主たる形態であった。ところが，その統一的な交付基準といったも

のはなく I往々にして， c公企業の〕経営赤字を，純粋かつ単純に，補填す

るために交付され」ωたために， 補助金による料金補償は， しばしば批判の対

41) この比埠は，新規投資設備の耐用年数rもとづし、て 草間ぎれている【 lbid.pp. 56-57，前掲
訳書， 49-50へーク。

42) lbid.， p. 65，前掲F.R書， 58ヘジ。
43) ，ノラ報告」は!別の箇所で「料金の改訂は，単なる技術的下業であるばかめでなし政晶的

決定でもあるJ(1bid.， p. 44， M掲訳書， 37へークコと，述べている。
44) A. G， Delion， L'Etat et les entre.ρrises publiques， 1959， p.137. 
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象にされてきたのであった則。そのため，政府は，かねてから補肪金政策の改

善ないしは転換を迫られ叱いたという，財政政策上の事情がまずあった。

例えば「ノラ報告」では，補助金の交付は. r事業縮小をより迅速に行なう

ことの利益が増大しているJ叩フランス石炭のような斜陽公企業に対する公的

助成として，専ら位置づけられている山。

ところで，公企業会計検査委員会は，その第10次報告書において. EDF と

フランス石炭のそれぞれに対する国庫助成の形熊(前者には資本供与金，後者

には補助金〕を次のように論拠づけている。

「一般に，借入資本と自己資本とが適切な均衡を保つように取り計らうこと

が望ましいとは言え，私企業の場合と同じく，この割り当て(資本供与金の割

り当て一一一引用者〕は. c交付の対象となる公企業の〕収益性予測にもとつい

て決定される必要がある。従って. c国家による〕資本出資は，拡張過程にあ

る企業，生産性の見込まれた投資に対してのみ認めうるのである。そうでない

場合には，補助金の方がより適切であるように思われる。石炭のような停滞企

業が，その事業活動の縮小テンポを減速するだけの重要性の乏しい設備を，資

本供与金や借入金によって調達するのは，非合理的でもある。 J48l

ここでは，資本供与金制度の運用政策が，私企業における増資政策への擬制

化という視点から展開されてきたことが，明らかにされている則。つまりそこ

から，資本供与金による料金補償の具体的目的が，実は，単なる財務の再建だ

けでなく，国家の投資計画 r経済計画Jとのかかわりで要請される. EDF 

45) G. Lescuyer，σ.p. cit.， pp. 289~290， A. de LuuLaue.rヒ，T，-aite de droit "dminutr，ωザ:3" 

るd.，1977， pp. 244~246 
46) Groupe de travail du comite interministeriel des entreprises publiqu問中 aι，p.06， 

堀田，前掲訳書.60へシ。
47) lbid.， pp. 66-67，前掲訳書.60←61へーν。

48) Commission de v剖 ficationdes comptes des entreprises publiqueぇ Dixieme raρ向 rt

d:.臼 se111ble，le 23 fevrier 1967， 1-O. Doc. acl.， 1967， p.70 
19) r国家が，公企業に資本供'J企を交付することによコて，その永久資本の f相対]量を，投資

家が私企業に出資するそれに，楼近させるようにすることが，望ま Lいように思われる。」
(Comnm;::;ion ue v台国 叫iunu出し山中白白 ues eIl l.r巳~pri::;e::; puLliqu出 ，Nr::l叩必'Iuera仲 ort

d印 semble，le 7 decembre 1964， 1-O. Doc. ad.， 1965， p. 144.) 
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の」官設コストを助成することにもあった， ということを知ることができるので

ある。

補助金政策見直しの要請じ公企業の財務再建・経営改革の緊急性が高まる

中で，公企業の選別が行なわれ，このような国家資金の運用政策をめぐる再編

成がなされたものと，理解してよいであろう o

そしてまた，資本供与金による，補助金機能の一部肩替わりとしみ措置は，

64午以降本格化する「フラ Y ス型財政投融資J=困家資金の非予算化 debudgι

tisation (通常予算から離脱する没資予算の拡大〕のー形態でもあ勺?のであ

る'"。

そして，以上見てきた資本供与金制度の政策的位置づけを，根底において規

定すると同時に，資本供与金制度の具体的展開過程を最終的に決定づけたもの

は，言うまでもなく，フランス資本主義の発展段階と，そのもとにおける国家

の全般的経済政策であった。

例年以降， ドゴ ル政権下のフランス経済は， EEC (59年発効〕との結合の

深まりに対応して，国家の誘導による資本主義の高度化が，全面的に推進され

る時期を迎えた〔例えば， 66年 67年「ドブレ・コノレベルティスムJ)日》。予算

規模は59年一67年に倍増し，それは，民間投資の不足分を補完する形で，主と

して，社会資本装備およびエネルギー産業部門に，重点投下されていった。

しかし，経併の国際化が一段と進行する中で (67年に EECは I欧州石炭

鉄鋼共同体」と「ユーラトム」を統合して EC となる)，フランスの経済政策

は，依然，生定力と国際競争力の増強路線を基底としつつも，その展開は，大

きな様変わりを見せてゆく。折しも政治舞台では， ドゴール退陣のあとを受付，

69年 6月にポンピドー政権が成立する。

ポンピド一政権の経済政策の特徴は，国家主導体制の緩和と市場機能の拡

50) G. Lescl1yer， op. cit.， p.293， Groupe de travail du cOlmte interministeriel d回 entrepri出 S

pub1iques， 0ρ cit.， p.71，堀田，前掲訳書， 65ヘジ.

51) 中木康夫『フランス政治史』下， 147-152へ シ，
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第 2図 EDF投資金融構成の変遷
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[出所] 第l表により作成。

大・強化によって，フヲンス資本主義の高度化を音|ろうとする「ネオ・ロベラ

リズム」路線にある。その場合，公企業の経営改草〈国家統制の緩和と公企業

の市場法則への開放〕ほ，政策推進の重県課題のーっとされた問。すでに見て

き士，資本供与金制度の運用をめぐる69年の転機は，このような経済過程，政

治過程の脈絡の中で，準備されたのであった。

52) I不オ りペラリズム」路線を推進したのは，ジスカールデスタ γ 〈草次ジヤごン デルマ

ス内閣の蔵相〕のほか，新興のテクノクラート層であったーなかでも. iノラ報告」の作成で知

られQ S ノヲは，主義は，シヤハン デノレマλ 町中心"，JI歪済耳目聞であり.iネオ リベヲリズム」

路縁の立案者でもあった。ここに，ポンビドー経済政策と公企業経営改革の接告の，象徴的紐帯

を見いだす。

なお，中木，前掲書. 263ベ ジ，を参照のこと.
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第 2図に改めて示した， EDFの投資金融における，それぞれの資金の推移，

なかでも資本供与金のそれはi!に，以上の政策展開を総括して余りあるもの

ヨウtある。

む す び

その成立から実際の運用過程におけるまで， EDFり資木供与金制度は，国

家の公企業政策を一身に体現する制度であり続けたと言ってよし 1。それは，フ

ランス「混合経済」の水面下における一つの，しかし象徴的な現実過程を形成

してき式ーのである。

ところで，従来フランスでは，公企業経常をめ「司て， iCその〉経営資金

を負担すべきは，利用者〔料金〉か，納税者〔公的資金〉か|叩という論点定

式があった。それは，公企業の，政策手段としての側面と経済的事業単位とし

ての側面との「調整」のあり方を問う，いわば公企業経営問題の根幹に根ざし

た問題提示であった。

本稿で見てきた資本供与金制度の展開過程は， ζの問いかけに対する，国家

の裁量のI軌跡でもあったのである。そして， iネオ・リベラリズムJの定置と

「言|画達成契約I導入に代表される公企業改革の推進とによって i利用者か

納税者か」という選択における意思決定の基本方向，従って，公企業経営政策

の栗本的枠組は，一応さだまったようにも思われた。

ところが， 1973年末全世界を襲った七油危機は，フランス経済の様相を一変

させるとともに i計画達成契約j 導入の前促となった諸条件を一挙にくつが

えすことになる。それば同時に，公企業経蛍をめぐる新展開の幕開刊でもあっ

tこ54)。

74年以降の EDFにおける資木供与金制度の展開を正確に理解するためには，

53) F. Chevallicr， Les entre戸τses向日iquesen P.叫ぷ ce，1979， p.203 
54) 例えば， 76年には， r公企業の財務活動に関するグヱデル報告 Ra企釦吋 surle financenzent 

des ent町~prises publiques TJ舌sentepar M VedelJが，経辞社会審議会 Conseileconomique 

et socialに拝中され，その中で 公企業の新たな静常のあり方が，模索されている“
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言うまでもなしこうした新たな状況の変化との関連で，それを分析してゆ〈
良

必要があるが，逆に，その分析は，新たな状況のもとにおける， EDFの具体

的な経営動向を把握する上で，最も重要な鍵のうちのーっとなるであろう。

(1田1.11.15)


